
1-10
～

12
ペ
ー
ジ
の
表
記
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

Ship R
eporting System

s

●
  Ship reporting system

s have been established by several States.
●
  Ships at sea m

ay be the only craft near the scene of a distressed aircraft 
or vessel.

●
  A

 ship reporting system
 enables the SM

C
 to quickly:

□
  identify vessels in the vicinity of a distress situation, along w

ith their 
positions, courses, and speeds,

□
  be aw

are of other inform
ation about the vessels w

hich m
ay be 

valuable (w
hether a doctor is aboard, etc.),

□
  know

 how
 to contact the vessels,

□
  im

prove the likelihood of rapid aid during em
ergencies,

□
  reduce the num

ber of calls for assistance to vessels unfavourably 
located to respond,

□
  reduce the response tim

e to provide assistance.
●
  M

asters of vessels are urged or m
andated to send regular reports to the 

authority operating a ship reporting system
 for SA

R
 and other safety 

related services.
●
  A

dditional inform
ation on operators of ship reporting system

s m
ay be 

obtained from
 R

C
C

s.

船
位
通
報
制
度

●
 
 船

位
通
報
制
度
は
，
数
カ
国
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
。

 

●
 
 海

上
に
あ
る
船
舶
が
，
遭
難
し
た
航
空
機
ま
た
は
船
舶
の
現
場
付
近
に
近
い
，

唯
一
の
乗
物
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

●
 
 船

位
通
報
制
度
は
，

SM
C
が
以
下
を
迅
速
に
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
：

□
 
 
 遭

難
事
態
の
発
生
し
た
附
近
の
船
舶
を
，
そ
れ
ら
の
位
置
，
コ
ー
ス
お
よ

び
速
度
と
と
も
に
識
別
す
る

□
 
 
 そ

れ
ら
の
船
舶
に
つ
い
て
，
重
要
な
そ
の
他
の
情
報
（
医
師
が
乗
船
し
て

い
る
か
，
ど
う
か
な
ど
）
を
認
識
す
る

□
 
 
 そ

れ
ら
船
舶
と
の
連
絡
方
法
を
知
る

□
 
 
 緊

急
時
に
迅
速
な
援
助
を
受
け
る
可
能
性
を
高
め
る

□
 
 
 応

答
す
る
の
が
困
難
な
場
所
に
い
る
船
舶
に
対
し
，
支
援
を
求
め
る
呼
び

出
し
回
数
を
減
少
す
る

□
 
 
 援

助
提
供
ま
で
の
対
応
時
間
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
。

●
 
 船

長
は
，
捜
索
援
助
や
他
の
安
全
関
連
業
務
の
た
め
に
船
位
通
報
制
度
を
運
用

し
て
い
る
当
局
に
対
し
，
定
期
的
報
告
を
送
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
た
は
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
。

●
 
 船

位
通
報
制
度
の
運
用
者
に
係
る
追
加
情
報
を
，
救
助
調
整
本
部
か
ら
得
る
こ

と
が
で
き
る
。

①
 
「
 Ship R

eporting System
s 」

の
節

(1- 10
ペ
ー
ジ

)
を
次
の
よ
う
に

差
し
替
え
。



ア
ン
バ
ー

ア
ン
バ
ー
は
，
数
あ
る
船
位
通
報
制
度
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
，

SA
R
を
支
援

す
る
た
め
に
の
み
運
用
さ
れ
，
か
つ
す
べ
て
の

R
C

C
に
情
報
を
提
供
し
て
い
る
全
世

界
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

●
 
 船

舶
が

A
M

V
E

R
に
加
入
し
て
も
，
ま
た

R
C

C
が
そ
れ
を
使
用
し
て
も
無
料
で

あ
る
。

●
 
 世

界
中
の
地
上
通
信
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
多
く
は
，
船
舶
の

A
M

V
E

R
へ
の
報

告
を
無
料
で
中
継
し
て
い
る
。

●
 
 総

ト
ン
数
1000ト

ン
以
上
で
24時

間
以
上
の
航
海
を
行
う
い
ず
れ
の
商
船
も
加

入
が
歓
迎
さ
れ
て
い
る
。

●
 
 船

舶
に
よ
り

A
M

V
E

R
に
提
供
さ
れ
る
情
報
は
，
米
国
沿
岸
警
備
隊
に
よ
っ
て

商
用
専
有
デ
ー
タ
と
し
て
保
護
さ
れ
，

SA
R
当
局
，
ま
た
は
そ
の
他
当
該
船
舶

に
よ
っ
て
特
に
認
め
ら
れ
た
者
に
の
み
提
供
さ
れ
る
。

A
m

ver

A
m

ver is one of m
any ship reporting system

s. It is a w
orld-w

ide system
 

operated exclusively to support SA
R

 and m
ake inform

ation available to 
all R

C
C

s.

●
 T

here is no charge for vessels to participate in, nor for R
C

C
s to use, 

A
m

ver.
●

  M
any land-based providers of com

m
unications services w

orldw
ide 

relay ship reports to A
M

V
E

R
 free of charge.

●
  A

ny m
erchant vessel of 1,000 gross tons or m

ore on any voyage of 
greater than 24 hours is w

elcom
e to participate.

●
  Inform

ation voluntarily provided by vessels to A
M

V
E

R
 is protected by 

the U
S C

oastguard as com
m

ercial proprietary data and m
ade available 

only to SA
R

 authorities or others specifically authorized by the ship 
involved.

②
 
「
 T

he A
utom

ated M
utual-A

ssistance Vessel R
escue (A

M
V

E
R

) 
System

 」
の
節
(1-10

～
12

ペ
ー
ジ

)
を
次
の
よ
う
に
差
し
替
え
。



水
面
下
で
の
海
難
救
助

●
 
 移

動
体
（
船
舶
ま
た
は
航
空
機
）
が
，
水
面
下
で
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
を

疑
う
に
足
り
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
，
最
寄
の
救
助
調
整
本
部
と
連
絡
を

取
る
た
め
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
故
が
発
生
し
た

場
合
に
は
，
遭
難
者
は
海
上
に
あ
る
か
あ
る
い
は
海
底
に
沈
ん
だ
潜
水
艦
に

閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
，
水
面
下
の
遭
難
者
あ
る
い

は
潜
水
艦
事
故
の
遭
難
者
に
対
す
る
医
療
支
援
は
特
別
な
も
の
で
あ
り
，
適

切
な
医
療
指
示
が
必
要
で
あ
る
。

●
 
 潜

水
艦
と
衝
突
し
た
と
思
う
船
舶
は
，
船
舶
と
衝
突
し
た
場
合
と
同
じ
よ
う

に
，
捜
索
救
助
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く
べ
き
で
あ
る
。

潜
水
艦
救
助
に
係
る
更
な
る
情
報
と
救
助
活
動
に
つ
い
て
は
，

International 

Subm
arine E

scape and R
escue L

iaison O
fficeが

運
営
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
 
「
 A

ircraft R
eporting System

 
」
(1- 12

ペ
ー
ジ

)
の
後
に
次
の
節

を
追
加
。

U
nderw

ater search and rescue

●
  In the event a m

obile facility has reason to suspect that an underw
ater 

accident has occurred, every effort should be m
ade to contact the 

nearest R
escue C

o-ordination C
entre. W

hen accidents occur, survivors 
m

ay be either on the surface or entrapped in a subm
arine resting on the 

seabed. G
enerally, m

edical care requirem
ents 

for survivors of an 
underw

ater or subm
arine accident is specialized and com

petent m
edical 

advice is required.
●

  V
essels believing they have collided w

ith a subm
arine, as w

ith a 
collision w

ith any vessel, should anticipate a requirem
ent to provide 

SA
R

 assistance. Further inform
ation on Subm

arine SA
R

 and its parallel 
activity, Subm

arine E
scape and R

escue m
ay be found at the w

ebsite 
m

aintained by the International Subm
arine E

scape and R
escue L

iaison 
O

ffice.


